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主 要 判 決 全 文 紹 介
≪東京地方裁判所≫

特許権移転登録手続請求事件
（ヘアーアイロン－本件特許権の取得について

民法94条２項を類推適用することを認めた事例）［上］（全２回）

−令和４年（ワ）第19222号、令和６年４月17日判決言渡−

事案の概要

本件は、原告が、特許第6527371号の特許（本件特許）に係る本件特許権について、原告は本件発明に
ついて特許を受ける権利を有する者であったにもかかわらず、原告の代表権限を有しないＡが、原告に
無断でその権利をＢに譲渡してしまったため、本件発明について特許を受ける権利を有しないはずのＢ
が本件特許権の設定登録を受けており、本件特許は特許法123条１項６号に規定する要件に該当すると主
張して、本件特許権の特許権者として登録されている被告に対し、同法74条１項に基づき、本件特許権
の移転登録手続を求める事案である。
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